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令和２年美郷町議会第４回定例会議事日程 

             （第 ４ 号） 

 
令和２年１２月１０日（木） 午前９時３０分 開会  

日程 事           件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 陳情審査報告、質疑、討論及び表決 

３ 委員会審査報告及び質疑 

４ 

 
議案の討論及び表決 

 

【条例案】 

議案第９４号 美郷町議会議員及び美郷町長の選挙における選挙運動の公営に

関する条例の制定について 

 

議案第９５号 美郷町ゴールデンユートピア条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第９６号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

議案第９７号 美郷町カヌーの里条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第９８号 美郷町分収造林条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【予算案】 

議案第９９号 令和２年度美郷町一般会計補正予算（第１２号） 

 
議案第１００号 令和２年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
 

議案第１０１号 令和２年度美郷町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 



-4- 

 

 
議案第１０２号 令和２年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 
 

 
議案第１０３号 令和２年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３
号） 

 
議案第１０４号 令和２年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

【一般事件案】 

議案第１０５号 財産の取得について 

 
議案第１０６号 財産の取得について 

 

５ 

 
追加議案の上程、説明、質疑、討論及び表決 

 

【一般事件案】 

議案第１０７号 財産の取得について 

 

６ 

 
発委の上程、説明、質疑、討論及び表決 
 

発委第３号 現行少人数学級制度縮小計画の延期を求める意見書 

 

発委第４号 少人数学級制度の拡充を求める意見書 

発委第５号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書 

 

７ 委員会の継続審査調査付託 
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（開会 午前 ９時３０分）  

●佐竹議長 

 おはようございます。 

全議員出席であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、４番・原議員、５番・福島議員を

指名いたします。 

日程第２、陳情審査報告、質疑・討論および表決を議題といたします。 

教育民生委員会と産業建設委員会から、陳情審査報告書が提出されていますので、報告を

求めます。 

初めに、教育民生委員長。 

●佐竹議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 それでは教育民生委員会の陳情審査報告を行います。お手元にお配りをしておりますの

で、ご覧いただきたいと思います。読み代えて報告に代えせていただきます。令和２年１２

月１０日。美郷町議会長 佐竹一夫様。教育民生委員会委員長 原克美。陳情審査報告書。

本委員会に付託された陳情について、慎重に審査を行った結果、下記のとおり審議したので、

美郷町議会会議規則第９５条の規定により報告します。記、受理番号、美議陳第２号、陳情

の要旨、現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書を県に提出することを求める

陳情。審議結果、採択でございます。美議陳第３号、少人数学級制度の拡充を求める意見書

を国に提出することを求める陳情書。採択でございます。美議陳第５号、都賀・長藤地区へ

の公民館建設に係る陳情書、採択です。しかしながら、美議陳５号につきましては意見を付

しておりますので、読み上げます。美議陳第５号、都賀・長藤地区への公民館建設に係る陳

情については、各種制度の検討が必要と思われる。よって、町と十分に協議されることを付

して採択をするということにいたしました。以上でございます。 

●佐竹議長 

 委員長報告がありました３件について、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 ないようですので、質疑を終わります。教育民生委員長、ご苦労様でした。 

これから討論を行います。 

委員長報告のあった３件について、一括して討論を許します。 



-6- 

 

討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

次に、採決を行います。 

お諮りします。 

陳情第２号、現行少人数学級数の縮小計画の凍結を求める意見書を県に提出することを

求める陳情でありますが、委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり採択と決する

ことに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。よって、本案は採択とすることに決しました。 

次に陳情第３号、少人数学級制度の拡充を求める意見書を国に提出することを求める陳

情書でありますが、委員長の報告は採択であります。 

委員長報告のとおり採択と決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。よって、本案は採択とすることに決しました。 

次に陳情第５号、都賀・長藤地区への公民館に係る陳情書であります。 

委員長報告は採択であります。 

委員長報告のとおり採択とすることに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。よって本案は採択とすることに決しました。 

続いて、産業建設委員長。 

●佐竹議長 

 産業建設委員長。 

●山本議員 

 読み上げて報告といたします。令和２年１２月１０日、美郷町議会議長 佐竹一夫様。産

業建設委員会委員長 山本幹雄。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情について慎重

に審査を行った結果、下記のとおり審議したので、美郷町議会会議規則第９５条の規定によ

り報告します。受理番号、美議陳第４号、陳情の要旨、最低賃金の改善と中小企業支援の拡

充を求める意見書の採択を求める陳情書。審議結果、採択。以上であります。 

●佐竹議長 

 報告が終わりました。次に質疑を行います。 

ただ今の産業建設委員会の報告について質疑を許します。 
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質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 ないようですので、質疑を終わります。 

産業建設委員長、ご苦労様でした。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

次に採決を行います。 

お諮りします。 

陳情第４号、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める陳情書でありますが、委員長

の報告は採択であります。委員長報告のとおり採択と決することに賛成の議員の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。よって本案は採択とすることに決しました。 

日程第３、委員会審査報告及び質疑を議題といたします。 

各委員会に付託した案件の審査結果報告を求めます。 

初めに、総務委員長。 

●佐竹議長 

 総務委員長。 

●岩根議員 

 読み上げて報告さしていただきます。令和２年１２月１０日、美郷町議会議長 佐竹一夫

様。総務委員会委員長 岩根和博。委員会審査報告書。本委員会に付託された下記案件につ

いて、慎重に審査を行った結果、原案のとおり可決すべきものと決定したので、美郷町議会

会議規則第７７条の規定により報告します。記、付託された案件、議案第９５号、美郷町ゴ

ールデンユートピア条例の一部を改正する条例の制定について、議案第９９号、令和２年度

美郷町一般会計補正予算第１２号、議案第１０５号、財産の取得について、以上であります。 

●佐竹議長 

総務委員会に付託した案件の報告が終わりました。 

質疑はございませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 質疑がないようですので、質疑を終わります。 
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総務委員長ご苦労さんでした。 

続いて教育民生委員長。 

●佐竹議長 

 教育民生委員長。 

●原議員 

 読み上げて、報告に代えさせていただきます。令和２年１２月１０日、美郷町議会議長 

佐竹一夫様。教育民生委員会委員長 原克美。委員会審査報告書。本委員会に付託された下

記案件について慎重に審査を行った結果、原案のとおり可決すべきものと決定したので、美

郷町議会会議規則第７７条の規定により報告します。記、付託された案件、議案第９４号、

美郷町議会議員及び美郷町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定について、

議案第９６号、美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第９

７号、美郷町カヌーの里条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１０２号、令和

２年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第４号、議案第１０３号、令和２年度美郷町国

民健康保険診療所特別会計補正予算第３号、議案第１０４号、令和２年度美郷町後期高齢者

医療特別会計補正予算第３号、議案第１０６号、財産の取得について、以上です。 

●佐竹議長 

 教育民生委員会の付託した案件の報告が終わりました。 

質疑がございませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 質疑がないようですので質疑を終わります。 

教育民生委員長、ご苦労さまでした。 

続いて、産業建設委員長。 

●佐竹議長 

 産業建設委員長。 

●山本議員 

 読み上げて報告をいたします。令和２年１２月１０日、美郷町議会議長 佐竹一夫様。産

業建設委員会委員長 山本幹雄。委員会審査報告書。本委員会に付託された下記案件につい

て、慎重に審査を行った結果、原案のとおり可決すべきものと決定したので、美郷町議会会

議規則第７７条の規定により報告します。記、付託された案件、議案第９８号、美郷町分収

造林条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１００号、令和２年度美郷町簡易水

道事業特別会計補正予算第３号、議案第１０１号、令和２年度美郷町下水道事業特別会計補

正予算第３号、以上であります。 

●佐竹議長 

 産業建設委員会に付託した案件の報告が終わりました。 

質疑はございませんか。 



-9- 

 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

産業建設委員長ご苦労さまでした。 

日程第４、議案の討論及び表決を議題といたします。 

はじめに、議案第９４号から議案第１０６号までの議案１３件について一括して討論に

入ります。 

討論のある方は、議案番号を示してからお願いします。 

まず、反対討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 いずれも討論がないようですので、討論を終わります。 

続きまして、採決に入ります。 

議案第９４号から議案１０６号までの１３件について、順次、採決を行います。 

これらの議案について、各委員会からいずれも可決とすべきと委員長報告がありました。

お諮りします。 

初めに議案９４号、美郷町議会議員及び美郷町長の選挙における選挙運動の公営に関す

る条例の制定について、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めま

す。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第９５号、美郷町ゴールデンユートピア条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第９６号、美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、

委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 
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 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第９７号、美郷町カヌーの里条例の一部を改正する条例の制定について、委員

長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第９８号、美郷町分収造林条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報

告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第９９号、令和２年度美郷町一般会計補正予算第１２号、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

●佐竹議長 

 挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１００号令和２年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算第３号について、

委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１０１号、令和２年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第３号について、委

員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１０２号、令和２年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第４号について、

委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 
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 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１０３号、令和２年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算第３号に

ついて、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１０４号、令和２年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算第３号につい

て、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１０５号、財産の取得について、委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１０６号、財産の取得について、委員長報告のとおり決することに賛成の議員

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第５、追加議案の上程、説明、質疑、討論及び表決を議題といたします。 

本日、追加議案１件が提出されました。 

追加議案第１０７号を上程いたします。提案理由の説明を求めます。 

番外、企画推進課長。 

●石田企画推進課長 

 上程いただきました議案第１０７号について、ご説明いたします。契約の目的は、潮温泉

施設の備品購入でございます。指名競争入札を令和２年１１月２７日に予定しておりまし

たが、指名業者４社のうち３社から辞退の申し出があり、入札が取りやめとなりました。こ

の入札取りやめを受け、今回の備品購入の契約については、美郷町入札執行要領第３６条、

入札参加者が一人となった時、または再度入札を付し、落札者がない時は地方自治法施行例

第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合におい
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て、入札のときに定めた予定価格、その他の条件を変更することはできないと規定がござい

ます。この規定により、随意契約により、契約を締結させていただく提案をさせていただい

ております。本来ならば、再度入札を行うところでございますが、今回取得をします備品は、

半分以上が受注生産されるもので、その作成期間につきましては２カ月を要する見込みで

ございます。施設運営のための事前研修が令和３年２月１５日頃、この備品が整い次第、開

始される予定でございます。そのため、納入期日を令和３年２月１５日にしております。再

度入札を行う場合、更に２週間程度の時間が必要となります。そのため営業開始が遅れるお

それがございます。また、見積額も予定価格を下回っておりました。落札率、正確には、予

定価格に対する見積もり額の率でございます。こちらは、６９．８８％でございます。これ

らの理由によりまして、随意契約とさせていただきたく判断をさしていただきました。仮契

約者は、株式会社多山文具美郷出張所、住所は島根県邑智郡美郷町粕渕１０４番地３、代表

者 吉川弥佳でございます。見積金額は１３７６万円。消費税１３７万６０００円を加え、

契約金額１５１３万６０００円でございます。仮契約は、令和２年１２月２日に締結してお

り、納入期日は、令和３年２月１５日としております。備品購入の主な内容といたしまして

は、レストラン、会議室、テラス展望デッキ、客室などのテーブル、椅子それから脱衣室の

ロッカー、下足入れなどでございます。以上で議案第１０７号の説明を終わります。ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 追加議案の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 質疑がないようですので質疑を終わります。 

これより討論に入ります。 

まず反対討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 次に賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 いずれも討論がないようですので、討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第１０７号財産の取得について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求

めます。 
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（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員でございます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第６、発委の上程、説明、質疑、討論及び表決を議題といたします。 

お手元に配布しておりますとおり、教育民生委員会から発委第３号、現行少人数学級制度

縮小計画の延期を求める意見書と発委第４号、少人数学級制度の拡充を求める意見書が、産

業建設委員会から発委第５号、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書が提

出されましたので、これら３件を一括して上程いたします。 

お諮りします。 

発委第３号から発委第５号につきましては、提案理由の説明を省略したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●佐竹議長 

 異議なしと認め、よって提案理由の説明を省略することに決しました。 

それでは初めに、発委第３号、現行少人数学級制度縮小計画の延期を求める意見書につい

て、質疑、討論、採決を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 ないようですので、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

お諮りします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 

次に発委第４号、少人数学級制度の拡充を求める意見書について、質疑、討論及び採決を

行います。 

質疑はありませんか。 
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（なしの声） 

●佐竹議長 

 ないようですので質疑を終わります。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 討論なしと認め討論を終わります。 

これより採決を行います。 

お諮りします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって発委第４号は原案のとおり可決されました。 

次に発委第５号、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書について、質疑、

討論、採決を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 ないようですので、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 討論なしと認め討論を終わります。 

これより採決を行います。 

お諮りします。 

原案のとおり決することに、賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

 挙手全員であります。 

よって、発委第５号は原案のとおり可決されました。 

日程第７、委員会の継続審査調査付託を議題といたします。 

お諮りします。 

お手元に配布しておりますように、各委員会から閉会中の継続審査調査の申し出が提出
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されておりますので、これらの申し出のとおりそれぞれ委員会へ付託したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●佐竹議長 

 ご異議なしと認め、よってそれぞれに委員会へ付託することに決定いたしました。 

本定例会に付議されました案件はすべて議了しました。 

これを待ちまして本日の会議を閉じるとともに、令和２年美郷町議会第４回定例会を閉

会します。 

ご苦労さまでした。 

（閉会 午前 ９時 ５７分） 

 

 

 

 


